
やさしくて おだやかな 福祉社会の創造 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人合志市社会福祉協議会  

 

 

 障がい者支援センター 

「れんがの家」 
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普通の民家です(^^) 

社会福祉法人 合志市社会福祉協議会 

障がい者支援センター「れんがの家」 

事業内容 

・相談支援事業・児童発達支援事業 

・放課後等デイサービス支援事業・生活介護支援事業 

・日中一時支援事業 

・地域活動支援センター       

 

〒861-1102 熊本県合志市須屋 2540 

ＴＥＬ（096）242-2271  ＦＡＸ（096）223-5625    

障がい者支援センター 

利用料：市町村が決定した金額となります。受給者証に明記されてい

る金額を上限金額とし、利用回数に合わせて請求いたします。サービ

ス利用料金のうち１割が自己負担金となります。 

（年少児～年長児は無償化対象となります。） 

保育所等訪問支援事業 
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☆保育所等訪問支援とは・・・ 

児童福祉法に基づき、発達に気がかりなところがある児童に対し、専門スタッフが

保育所・幼稚園・認定子ども園、小学校・中学校・高等学校、特別支援学校、放課

後児童クラブ等を訪問し、集団生活に加わりながらお子さまの困りごとに対し、集

団生活への適応のために専門的な支援を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さまの困りごとをご相談ください 

☆対象 

保育園、幼稚園、認定子ども園、乳児院、放課後児童クラブ（学童保育）、小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校など 

☆ご利用の流れ 

①お問い合わせ・ご相談 

お子さまの園や学校等での気がかりなことをお聞かせください。（相談支援専門

員へもご相談ください） 

②面談 

面談を行います。お子さまとともにお越しください。 

③受給者証の申請（相談支援専門員へご相談ください） 

④契約 

受給者証がお手元に届きましたら、契約となります。 

⑤所属施設との調整・利用開始 

所属の園や学校等と連携し、お子さまの様子を確認の上、今後の訪問支援につい

て共有し、利用開始となります。 

☆利用頻度 

月 2回程度（※保護者様や所属施設と話し合いの上、決定いたします。） 

☆支援内容 

●お子さまへの支援（直接支援） 

所属施設でのお子さまの様子を見させていただき、困りごとに対してお子さまに

支援いたします。 

●園や学校の先生への支援（間接支援） 

お子さまの困りごとに対応した環境づくりや関り方について、先生方と一緒に考

え、支援いたします。 

●保護者様への共有・報告 

園や学校等でのお子さまの様子やお友達・先生との関わりなどをご報告いたしま

す。お子さまが安心して楽しく過ごせるよう情報を共有し、ご家庭と所属施設の繋

がりを深めるサポートを行います。 

家ではできているけれど、

園や学校でもみんなと一緒

にできているかな・・・ 
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